
Title スウェーデン
「刑事訴訟事件における法精神医学的調査に関する法律」

Sub Title Swedish Law of Psychiatric Investigation in Criminal Procedure :
Translation and Comments

Author 坂田, 仁(Sakata, Jin)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1983

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.56, No.1 (1983. 1) ,p.91- 98 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19830128-0091

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」

坂

田

仁

　
刑
事
政
策
の
目
標
は
犯
罪
の
予
防
で
あ
る
。
こ
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
、

犯
罪
者
を
生
物
学
的
目
心
理
学
的
に
反
応
す
る
人
間
と
し
て
認
識
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
活
動
の
皐
体
で
あ
る
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
の
対
象
で

あ
る
人
間
を
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
民
衆
に
対
し
絶
大

な
権
力
を
軽
々
し
く
用
い
る
こ
と
な
く
、
そ
の
判
決
の
与
え
る
影
響
を
充
分
に

自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
適
切
な
制
裁
を
選
択
す
る
上
で
、
犯
罪
者

の
人
間
を
知
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
法
精
神
医
学
は
、
犯
罪
者
の
中
に
精
神
病
者
や
精
神
薄
弱
者
が
多
い
と
さ
れ

る
点
か
ら
も
、
刑
事
政
策
の
分
野
で
重
要
な
働
き
を
す
る
。
法
精
神
医
学
は
、

一
種
の
経
験
科
学
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
、
裁
判
に
お
け
る
法
的
な
決
定
に
重

要
な
意
味
を
も
つ
精
神
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
刑
事
裁
判
で
の
役
割

は
、
被
告
人
が
何
ら
か
の
精
神
障
害
又
は
精
神
的
欠
陥
に
お
ち
入
つ
て
い
る
か

否
か
を
調
査
し
、
そ
の
病
理
的
な
症
状
を
診
断
し
て
、
治
療
方
法
と
社
会
的
予

　
　
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」

後
と
を
医
学
的
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
特
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
は
、

刑
事
政
策
的
処
分
が
多
様
化
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
ど
れ
が
適
切
か
を
判
断
す

る
た
め
の
要
件
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
精
神
鑑
定
（
法
精
神
医
学
的
調
査
）

を
す
る
こ
と
で
あ
る
Q

　
以
上
は
、
0
・
チ
ン
ベ
リ
ー
が
刑
事
学
の
根
本
間
題
の
中
で
述
べ
て
い
る
こ

　
　
（
1
）

と
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
保
護
法
草
案
の
発
表
以
前
に
書
か
れ
て
お
り
、
草
案

に
む
け
て
の
熱
情
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
政
策
全
体
を
支
配
し
て
い
た
時
代

　
　
　
　
（
2
）

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
精
神
鑑
定
を
考
え
る
上
で
は
、

見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
最
初
の
精
神
鑑
定
は
、
　
一
七
三
六
年
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ

（
3
）

る
。
そ
れ
が
刑
事
訴
訟
の
中
に
制
度
化
さ
れ
た
の
は
一
八
二
六
年
の
国
王
の
書

　
　
（
4
）

簡
に
よ
る
。
精
神
に
障
害
の
あ
る
犯
罪
者
に
っ
い
て
は
、
医
師
の
診
断
書
を
得

た
上
で
、
裁
判
所
は
、
そ
の
者
の
責
任
を
間
わ
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
　
　
九
一
）
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法精神医学的調査（精神鑑定）実施件数

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
一

　
者

　
の

数
中

件
置

全
拘

（1959～63年は全件数のみ）

＼〆㌧〆、・
ソ∠

　　　　　　　4　　　　　　ρ4牲
　　　　　　1一　　　　　　’　魅
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0

の
者
を
保
護
す
ぺ
ぎ
権
限
あ
る
機
関
（
病
院
）
に
引
渡
す
こ
と
と
な
つ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
（
5
）

　
チ
ュ
レ
ー
ン
は
、
精
神
鑑
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
素
人
は
、
精
神
障
害
を

見
分
け
る
能
力
が
な
い
か
ら
、
精
神
鑑
定
の
要
否
の
判
断
を
裁
判
官
に
ゆ
だ
ね

る
の
は
幻
想
で
あ
る
。
少
し
で
も
疑
わ
し
い
時
は
、
殺
人
、
放
火
、
一
部
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
（
　
　
九
二
）

犯
罪
っ
い
て
は
全
て
精
神
鑑
定
を
受
け
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
又
、
重
大
犯
罪

の
反
覆
の
場
合
は
、
鑑
定
を
義
務
的
と
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
更

に
、
チ
ュ
レ
ー
ン
は
監
獄
医
に
精
神
医
学
の
知
識
を
必
須
と
考
え
て
い
た
。
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
が
、
抑
留
及
び
監
置
の
制
度
を
採
用
し
た
の
は
一
九
二
〇
年
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

末
で
あ
り
、
チ
ュ
レ
ー
ン
は
そ
の
責
任
者
で
も
あ
り
、
制
裁
選
択
上
の
精
神
鑑

定
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
頃
同
時
に
問
題

と
さ
れ
て
い
た
、
条
件
付
判
決
、
少
年
拘
禁
な
ど
に
つ
い
て
、
人
格
調
査
が
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

度
化
さ
れ
つ
つ
あ
つ
た
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
精
神
鑑
定
制
度
採
用
の
際
の
右
の
事
情
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
精
神

鑑
定
の
特
殊
な
位
置
づ
け
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
精
神
鑑
定
医
は
、
そ
の
当
初

よ
り
裁
判
所
の
協
力
者
と
し
て
手
続
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

検
察
官
又
は
被
告
人
の
証
人
と
L
て
鑑
定
人
が
手
続
に
参
加
す
る
英
国
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
国
と
の
特
徴
的
な
相
違
で
あ
る
。
更
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
鑑
定
結

果
の
再
審
査
の
制
度
で
あ
る
。
　
一
九
五
四
年
の
精
神
衛
生
法
の
改
正
ま
で
続
い

た
と
い
う
、
そ
の
制
度
は
、
中
央
保
健
連
合
（
ω
§
き
9
ω
8
一
一
Φ
讐
9
）
が
、
詐

病
の
発
見
を
主
目
的
と
し
て
、
す
べ
て
の
精
神
鑑
定
の
内
容
の
審
査
を
行
つ
た

　
　
（
9
）

の
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
に
こ
の
制
度
は
、
裁
判
所
が
、
医
務
庁
（
現
在
は
社

会
庁
）
に
対
し
、
　
精
神
鑑
定
医
の
提
出
し
た
鑑
定
書
に
対
す
る
意
見
を
求
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

と
い
う
形
に
変
化
し
、
現
在
に
至
つ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
チ
ュ
レ
ー
ン
、
チ
ン

ベ
リ
ー
を
会
員
に
ふ
く
む
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
務
協
会
が
一
九
一
一
年
に
設
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
精
神
鑑
定
と
は
別
に
、
一
九
三
九
年
の
人
格
調
査
に
関
す
る
法
律
の
制
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

際
に
、
簡
易
な
医
師
の
診
断
書
を
求
め
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
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は
、
四
条
（
現
在
は
七
条
）
診
断
書
と
呼
ば
れ
、
抑
留
、
少
年
拘
禁
な
ど
の
判
決

を
す
る
場
合
に
は
必
須
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
診
断
書
に
ょ
り
、
精
神

鑑
定
が
必
要
に
な
れ
ば
、
精
神
鑑
定
を
行
う
仕
組
に
な
つ
て
お
り
、
医
師
の
診

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

断
書
を
求
め
た
事
件
の
六
〇
％
で
精
神
鑑
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
手
許
の
表
に

よ
る
と
精
神
鑑
定
の
件
数
は
、
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
増
え
つ
づ
け
一
九
四
四

年
に
最
高
に
達
し
、
そ
の
後
漸
減
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
最
近
で
は
年
間
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

八
O
O
件
前
後
の
鑑
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
現
行
刑
法
典
の
施
行
後
、
そ
れ
に
関
連
す
る
法
改
正
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
精

神
衛
生
法
が
廃
止
さ
れ
、
か
わ
つ
て
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
準
備
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
従
来
精
神
衛
生
法
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い

た
精
神
鑑
定
に
関
す
る
部
分
が
独
立
し
、
新
た
に
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る

法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
、
　
一
九
六
七
年
一
月
一

　
　
　
　
　
　
（
16
）

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
訳
出
し
た
法
律
で
あ
る
。

　
法
精
神
医
学
的
調
査
は
、
刑
事
訴
訟
事
件
手
続
の
中
で
、
裁
判
所
の
命
令
で

実
施
さ
れ
る
。
こ
の
調
査
を
担
当
す
る
医
師
は
、
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
属
す
る
医
師
で
あ
る
。
　
一
九
七
七
年
現
在
、
ク
リ
ニ
ク
は
、

ω
δ
舞
げ
9
ヨ
リ
ひ
仁
p
9
¢
℃
℃
旨
一
P
O
α
＄
げ
o
茜
層
＝
鋤
暴
○
毬
β
匹
に
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

は
、
幹
8
浮
9
β
膝
詩
9
言
σ
q
矯
く
鋳
」
ρ
α
希
9
ρ
『
区
男
巴
一
一
d
g
母
に
設

置
さ
れ
て
お
り
、
調
査
の
約
半
数
は
こ
れ
ら
に
属
す
る
医
師
が
、
他
は
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

庁
の
指
名
す
る
医
師
が
行
っ
て
い
る
。
調
査
に
付
さ
れ
る
事
件
に
特
定
の
条
件

は
な
い
が
、
殺
入
、
重
大
な
人
身
犯
、
放
火
、
重
大
な
性
犯
罪
に
つ
い
て
は
、

ほ
父
例
外
な
く
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
行
為
者
側
の
条
件
と
し
て
は
、
長
期

　
　
　
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」

の
収
容
が
必
要
な
事
件
、
疾
病
が
原
因
と
み
ら
れ
る
事
件
、
精
神
科
医
療
の
必

要
な
者
の
事
件
、
重
い
ア
ル
ゴ
ー
ル
、
薬
物
な
ど
の
中
毒
者
の
事
件
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
調
査
の
行
わ
れ
た
事
件
の
六
〇
％
で
は
、
事
前
に
医
師
に
よ
る
七
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
診
断
書
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
手
続
上
の
要
件
と
し
て
は
、
人
格
調
査
と
異

な
り
、
法
精
神
医
学
的
調
査
は
、
被
告
人
が
犯
罪
を
自
白
す
る
か
又
は
犯
罪
を

犯
し
た
と
み
ら
れ
る
確
実
な
証
拠
の
あ
る
場
合
に
の
み
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
調

査
の
法
律
的
効
果
は
、
と
く
に
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
、

こ
の
制
裁
は
、
法
精
神
医
学
的
調
査
の
結
果
、
調
査
担
当
医
師
の
意
見
に
ょ
っ

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
の
み
科
せ
ら
れ
る
。
調
査
に
は
実
施
期
間
の
制
限
が
あ
り
、
原
則
と
し
て
三

週
間
、
期
間
延
長
は
一
回
三
週
間
で
、
合
せ
て
最
高
六
週
間
以
下
と
な
つ
て

（
2
1
）

い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
拘
置
中
の
事
件
で
九
～
二
週
、
在
宅
事
件
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
一
五
～
二
〇
週
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
短
縮
が
制
度
改
革
の
ひ
と
つ
の
論
点

　
　
　
　
（
2
3
）

に
な
つ
て
い
る
。
調
査
結
果
の
報
告
に
は
、
　
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
（
精
神

薄
弱
者
の
場
合
に
は
、
特
別
病
院
で
の
保
護
）
の
要
否
、
犯
行
時
の
精
神
状
態
に
関

す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
（
特
別
病
院
で
の
保
護
）
以

外
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
は
、
そ
の
措
置
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な

　
（
2
4
）

ら
な
い
。
通
常
抑
留
（
現
在
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
）
、
開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
、

少
年
拘
禁
（
こ
れ
も
廃
止
さ
れ
て
い
る
）
に
付
す
場
合
に
も
、
こ
の
調
査
が
行
わ

　
　
（
2
5
）

れ
て
い
る
。

　
提
出
さ
れ
た
法
精
神
医
学
的
調
査
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
更
に
社
会
庁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）

意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
調
査
の
再
審
査
は
、
社
会
庁
内
の
法
医

　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

務
局
が
行
つ
て
い
る
。
審
査
機
関
は
専
門
委
員
を
勤
め
る
三
人
の
医
師
（
ひ
と

り
は
一
般
精
神
科
医
師
、
他
は
法
精
神
医
学
医
師
、
そ
れ
に
議
長
と
な
る
通
常
の
医
師
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
（
　
　
九
三
）
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」

精
神
科
医
で
は
な
い
ー
）
で
構
成
さ
れ
る
法
精
神
医
学
部
で
あ
る
。
審
査
は
書
面

審
査
で
、
事
実
審
理
は
行
わ
な
い
。
そ
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
専
門
委
員

の
ひ
と
り
に
回
付
し
て
、
補
充
調
査
を
さ
せ
、
そ
の
報
告
を
得
て
審
査
す
る
。

こ
の
審
査
は
、
全
て
の
調
査
の
一
〇
～
一
五
％
に
っ
い
て
な
さ
れ
、
修
正
率
は

審
査
対
象
事
件
の
約
一
〇
％
で
あ
る
。

　
な
お
、
法
精
神
医
学
的
調
査
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
報
告
書
は
裁
判
所
に

二
通
、
社
会
庁
及
び
犯
罪
学
中
央
公
文
書
館
に
各
一
通
づ
つ
送
付
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
（
2
8
）

に
な
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
法
精
神
医
学
的
調
査
の
現
状
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
あ
る
。
最
も

強
い
批
判
は
、
調
査
期
間
の
長
さ
で
あ
る
。
長
期
間
事
件
が
未
済
に
な
る
こ
と

は
法
的
安
定
性
の
面
か
ら
も
不
適
当
で
、
そ
れ
を
早
め
る
こ
と
、
或
い
は
調
査

を
簡
易
な
も
の
に
す
る
こ
と
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
法
精
神

医
学
的
調
査
を
七
条
の
診
断
書
で
置
き
か
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二

は
、
例
え
ば
現
に
精
神
病
院
を
退
院
し
て
六
ヶ
月
未
満
の
犯
罪
者
に
つ
い
て
は

調
査
を
省
略
し
、
社
会
庁
か
ら
意
見
を
聞
く
に
と
ど
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
方
法
で
調
査
の
数
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
。
第
三
は
、
裁
判
所

が
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
に
付
す
る
事
件
で
は
、
被
告
人
を
直
ち
に
病
院
に

送
致
し
、
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
で
の
滞
在
期
間
を
減
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
調
査
担
当
医
と
異
な
り
通
常
の
病
院
の
医
師
に
は
患
者

と
の
治
療
関
係
の
問
題
が
残
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
診
断
の
み
に
従
事
す
る
調

査
担
当
医
師
に
保
護
業
務
を
持
た
す
こ
と
も
問
題
に
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
客
観

的
な
診
断
が
不
可
能
に
な
る
と
か
、
強
制
的
雰
囲
気
の
中
で
行
わ
れ
る
調
査
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
（
　
　
九
四
）

は
治
療
的
関
係
を
困
難
に
す
る
と
か
の
議
論
も
あ
る
。
逆
に
調
査
担
当
医
師
と

対
象
者
と
の
間
に
成
立
し
た
関
係
を
治
療
に
活
用
で
き
な
い
の
は
損
失
だ
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
右
の
よ
う
な
批
判
の
中
で
、
法
精
神
医
学
的
調
査
の
制
度
の
改
革
も
意
図
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的

な
論
点
は
、
実
は
法
精
神
医
学
的
調
査
の
枠
外
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
筆
者

に
は
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
。
こ
こ
で
示
唆
で
き
る
問
題

は
、
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
の
改
正
で
、
精
神
病
と
比
較
し

得
る
異
常
状
態
の
範
囲
の
縮
減
と
同
法
第
｝
条
七
項
の
廃
止
と
で
あ
る
。
こ
の

ふ
た
つ
は
、
矯
正
保
護
と
医
療
保
護
の
中
問
領
域
を
ど
の
よ
う
な
形
で
処
理
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

る
か
と
い
う
基
本
的
間
題
に
か
か
わ
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
オ
ル
ー
フ
・
チ
ン
ベ
リ
ー
、
刑
事
学
の
根
本
問
題
（
西
村
克
彦
訳
）
二
〇
八
～

　
ニ
コ
ニ
頁
。

（
2
）
　
同
上
書
二
二
二
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
↓
o
鵠
け
雪
日
篤
ω
ω
o
P
閤
ユ
且
ロ
巴
轟
往
口
8
評
P
ω
§

（
4
）
H
σ
一
8
p
ω
一
G。
｝
O
α
ω
鼠
勾
覧
弩
α
①
ひ
留
置
濫
嵩
9
0
魯
α
Φ
も
超
犀
一
ω
尊

　
山
く
く
算
餌
ロ
α
ρ
一
8
c
o
｝
P
一
丼

（
5
）
　
以
下
、
臼
国
肘
涛
の
ω
o
P
8
●
9
f
P
器
O
に
よ
る
◎
（
冒
げ
き
ρ
譲
．

↓
げ
胃
ひ
P
勺
り
冒
o
首
一
g
口
四
協
α
『
①
ロ
馨
醤
睦
一
置
巽
①
賄
o
冠
B
u
一
‘
一
〇
一
ρ
P
一
①
9

　
よ
り
引
用
）

（
6
）
　
目
び
箆
‘
℃
P
鴇
O
睦
・

（
7
）
　
H
げ
一
8
竈
。
舗
曾
9
坂
田
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
情
状
鑑
定
類
似
制
度
、
上
野
正
吉

　
他
編
刑
事
鑑
定
の
理
論
と
実
務
七
四
頁
以
下
参
照
。

＼
8
）
O
’
国
巳
き
亀
①
ひ
8
。
o
罫
、
℃
P
一
刈
持
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（
9
）
H
げ
一
自
二
P
一
〇。9

（
1
0
）
雰
旨
一
ω
醇
男
≦
匿
呂
Φ
一
謂
α
〈
①
客
益
鼠
器
℃
ω
O
q
ご
ミ
”
8
も
』
G
。
鱒
●

（
n
）
一
く
醇
》
器
①
蜂
U
幽
o
国
暮
三
。
匹
琶
ひ
q
α
⑦
の
ω
畠
霜
o
島
ω
魯
①
p
馨
雷
ぼ
Φ
－

　
o
げ
3
、
N
ω
ぼ
巧
9
ω
α
●
刈
ポ
P
一
〇
〇
，

（
1
2
）
　
O
y
9
け
‘
ω
O
q
ご
ミ
”
8
燭
P
邸
G
o
だ
9
幻
覧
m
昌
儀
①
び
o
マ
9
叶
‘
℃
℃
。

ざ
津

（
1
3
）
　
○
℃
、
o
一
け
‘
ω
O
q
ご
ミ
”
b
ω
噂
℃
●
邸
o
o
“
D

（
1
4
）
　
H
σ
律
曽
P
拐
⑤
な
お
七
条
の
診
断
書
の
件
数
は
年
間
約
三
千
件
で
あ
る
。

（
1
5
）
い
m
磯
o
目
σ
Φ
お
量
区
o
零
ω
一
5
窪
霧
旨
置
鼠
艮
轟
往
ぞ
一
ω
器
鼠
＝
一

　
一
〇
・
一
信
島
ご
9
（
Z
け
謬
ω
）
蕨
岡
小
太
郎
訳
が
ス
エ
ー
デ
ン
社
会
研
究
月
報
七
巻

　
一
二
号
及
び
八
巻
｝
号
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
ρ
男
覧
き
号
5
0
や
9
け
‘
唱
．
曾
。

（
1
7
V
　
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
（
以
下
法
と
略

す
。
）
第
一
条
。

（
1
8
）
　
O
℃
。
鼠
f
ω
O
q
一
㊤
ミ
”
b
ω
“
P
卜
⊃
o
o
鼻
　
以
下
の
記
述
も
こ
れ
に
ょ
る
。

（
1
9
）
　
法
第
二
条
。
人
格
調
査
の
開
始
の
場
合
と
異
な
り
、
証
拠
に
よ
る
認
定
が
要
件

　
に
な
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
制
度
再
検
討
の
ひ
と
つ
の
論
点
で
あ
る
。
（
O
P
g
f

（　　　（　　　（　　　（　　　（　　　（

25　24　　23　　22　　21　20
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）は

必
須
の
も
の
で
あ
り
、

な
い

法
第
三
条
Q

法
第
四
条
。

O
P
9
什
‘
ω
O
q
一
リ
ミ
“
卜
⊃
ω
｝
b
。
ω
o
o
①
、

一
び
凶
ニ
マ
N
C
O
S

法
第
五
条

人
格
調
査
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
よ
る
医
師
の
診
断
書
が
こ
れ
ら
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
本
法
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
調
査
は
必
ず
し
も
必
要
で
は

。
抑
留
に
付
す
る
場
合
に
は
必
ず
行
わ
れ
た
と
い
う
。
（
国
⇒
暮
ω
奉
拝
U
ぴ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」

田
富
且
一
暮
四
α
卑
㎎
Φ
融
ぼ
一
一
畠
窪
○
①
ぎ
ぎ
ぎ
一
け
ω
〈
2
び
お
。
ぎ
二
b
儀
曾

　
昌
o
巳
一
ω
o
げ
Φ
p
い
似
口
α
辞
P
N
ω
け
冠
名
9
ω
q
◎
o
。
ρ
P
一
G。
O
）
。

（
2
6
）
　
法
第
六
条
。

（
2
7
）
　
以
下
、
○
や
9
f
ω
O
q
ご
ミ
”
卜
o
辞
署
9
卜
o
o。
曾
●

（
2
8
）
　
国
国
8
ロ
o
〈
．
一
8
ひ
の
ロ
㎎
。
二
＝
蝕
唐
℃
け
冒
㎎
①
昌
帥
く
一
薦
Φ
づ
o
導
益
9
8
甲

　
広
暮
二
爵
§
留
易
欝
邑
薦
一
享
o
g
昌
暫
α
轡

（
2
9
）
　
以
下
、
○
や
9
f
ω
O
q
ぢ
ミ
一
器
｝
b
P
鵠
刈
睦
。

（
30
）
　
H
σ
箆
こ
8
・
認
㊤
睦
・
こ
こ
に
は
改
革
の
指
針
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
や
や
内

　
容
が
細
か
く
、
紹
介
を
省
略
す
る
。

（
31
）
　
臼
‘
ω
ロ
琶
日
①
昌
》
O
P
9
け
こ
ω
O
d
白
リ
ミ
”
器
”
薯
．
ω
お
鷺
‘
Z
饗
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
の
け
る
翰
ω
誘
富
目
讐
切
国
》
閃
巷
b
o
残
け
お
ミ
”
評
℃
℃
●
ω
総
諏
’

（
本
稿
で
謙
訳
し
た
法
律
の
原
文
は
、
響
魯
㎡
8

る
一
九
八
一
年
現
在
の
も
の
で
あ
る
。
）

裂
ざ
ω
冨
㎎
に
登
載
さ
れ
て
い

　
　
　
　
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蕪
林
籔
禦
琳
。
日
強

第
一
条
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
本
法
に
従
い
、
被
疑
者
の

　
精
神
状
態
の
調
査
（
法
精
神
医
学
的
調
査
）
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
o

　
　
法
精
神
医
学
的
調
査
は
、
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
も
し
く
は
ス
テ
ー
シ
ョ

　
ン
の
医
師
又
は
社
会
庁
の
指
定
す
る
そ
の
他
の
医
師
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
。

　
社
会
庁
は
、
調
査
の
、
ク
リ
ニ
ク
又
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
分
配
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
（
　
　
九
五
）
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P
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）
・



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」

　
る
o

第
二
条
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
決
定
は
、
被
疑
者
が
犯
罪
を
自
白
し

　
た
場
合
又
は
被
疑
者
が
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
証
拠
に
よ
つ
て
認
定
さ
れ
た

　
場
合
で
、
か
つ
、
調
査
が
制
裁
の
決
定
又
は
そ
の
他
の
点
で
事
件
の
裁
判
に

　
有
意
味
な
場
合
に
、
宣
告
さ
れ
る
。

　
　
裁
判
所
が
、
罰
金
よ
り
重
い
刑
罰
が
犯
罪
に
対
し
て
科
さ
れ
る
べ
き
で
な

　
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
法
精
神
医
学
的
調
査
は
、
特
別
な
理
由
が
存
在
す

　
る
場
合
に
の
み
決
定
さ
れ
る
。

第
三
条
裁
判
所
は
、
法
精
神
医
学
的
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
な
し
に
、
何
者

　
に
対
し
て
も
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
又
は
精
神
的
発
達
遅
滞
者
の
た
め
の

　
特
別
病
院
で
の
保
護
に
付
す
べ
き
旨
の
命
令
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
被
疑
者
が
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
準
備
に
関
す
る
法
律
（
一
九
六
六

　
年
六
月
一
六
日
法
律
第
二
九
三
号
）
第
九
条
第
二
項
に
よ
る
決
定
も
し
く
は

　
裁
判
所
の
命
令
に
も
と
づ
ぎ
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
病
院
に
入

　
院
し
て
い
る
場
合
も
し
く
は
同
法
第
一
九
条
に
よ
り
試
験
的
に
退
院
し
て
い

　
る
場
合
又
は
精
神
的
発
達
遅
滞
者
の
養
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
六
七
年
一

　
二
月
一
五
日
法
律
第
九
四
〇
号
）
第
三
五
条
に
も
と
づ
き
精
神
的
発
達
遅
滞

　
者
の
た
め
の
特
別
病
院
に
入
院
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
定
め
る
命

　
令
に
先
立
つ
て
、
法
精
神
医
学
的
調
査
を
実
施
す
る
必
要
は
な
い
。
右
の
場

　
合
に
は
、
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
準
備
に
関
す
る
法
律
又
は
精
神
的
発

　
達
遅
滞
者
の
養
護
に
関
す
る
法
律
第
三
五
条
に
も
と
づ
き
被
疑
者
が
引
き
つ

づ
き
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
社
会
庁
の
意
見
が
訴
訟
手

続
の
中
に
存
在
し
て
い
れ
ば
、
充
分
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
（
　
　
九
六
）

第
四
条
　
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
決
定
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
宣

　
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
調
査
は
迅
速
に
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
査
に
対
す
る
意
見
書

　
は
、
調
査
に
関
す
る
決
定
が
、
調
査
を
実
施
す
る
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
又

　
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
到
達
し
た
目
よ
り
六
週
間
以
内
に
裁
判
所
に
提
出
さ
れ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
別
な
場
合
に
は
、
社
会
庁
は
、
そ
の
猶
予
を
認
め

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
法
精
神
医
学
的
調
査
に
対
す
る
意
見
書
に
は
、
閉
鎖
的
精
神
医
学
的

　
保
護
の
準
備
に
関
す
る
法
律
に
も
と
づ
く
保
護
又
は
精
神
的
発
達
遅
滞
者
の

　
養
護
に
関
す
る
法
律
第
三
五
条
に
基
づ
く
特
別
病
院
で
の
保
護
を
被
告
人
に

　
準
備
す
る
要
件
に
関
す
る
意
見
と
と
も
に
、
犯
行
時
に
お
け
る
被
告
人
の
精

　
神
状
態
に
関
す
る
意
見
を
ふ
く
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
と

　
異
な
る
裁
判
所
の
決
定
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
調
査
担
当
医

　
師
は
、
被
告
人
が
そ
の
精
神
状
態
に
よ
り
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
又
は
特

　
別
病
院
で
の
保
護
以
外
の
措
置
の
対
象
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
れ

　
を
特
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
調
査
担
当
医
師
は
、
意
見
書
の
中
で
、
自
己
の
意
見
の
根
拠
と
な
つ
た
状

　
況
を
摘
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
裁
判
所
が
、
提
出
さ
れ
た
法
精
神
医
学
的
調
査
に
対
す
る
社
会
庁
の

　
意
見
を
求
め
た
場
合
、
社
会
庁
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
調
査
を
補
充
L
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
社
会
庁
は
、
そ
の
意
見
書
の
中
で
、
調
査
担
当
医
師
の
意
見
書
に
対
す
る

　
態
度
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
、
社
会
庁
の
見
解
が
調
査
担
当
医
師
と
は
異
な
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る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
拘
置
さ
れ
て
い
て
、
法
精
神
医
学
的
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
者
は
、
な
る
べ
く
す
み
や
か
に
、
調
査
の
実
施
さ
れ
る
法
精
神
医
学
ク
リ

　
ニ
ク
に
移
送
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
査
が
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
で

　
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
に
代
え
て
矯
正
保
護
施

　
設
又
は
拘
置
所
に
収
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
拘
置
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
が
法
精
神
医
学
的
調
査
の
た
め
に
拘
置
所
以
外

　
の
場
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
、
右
被
疑
者
は
、
調
査
の
終
了
後
す
み
や

　
か
に
拘
置
所
に
移
送
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
者
が
調
査
担
当
医
師

　
の
意
見
に
ょ
り
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
又
は
特
別
病
院
で
の
保
護
を
必
要

　
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
右
に
代
え
て
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
に
収
容

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
裁
判
所
が
あ
る
者
を
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
又
は
特
別
病
院
で
の
保
護

　
に
引
渡
す
旨
命
じ
、
か
つ
、
そ
の
際
そ
の
者
を
拘
置
す
る
旨
宜
言
し
た
場

　
合
、
そ
の
者
は
、
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
又
は
矯
正
保
護
管
区
内
の
精
神
科

　
病
棟
で
、
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
準
備
に
関
す
る
法
律
第
一
二
条
に
よ

　
る
病
院
又
は
特
別
病
院
に
収
容
さ
れ
る
ま
で
、
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
右
の
者
は
、
訴
訟
事
件
で
の
判
決
が
確
定
し
た
後
に
お
い
て
も
、
右
ク

　
リ
ニ
ク
又
は
病
棟
を
去
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
、
そ
の
他
保
護
の
目
的
に
て
ら

　
し
又
は
そ
の
者
自
身
も
し
く
は
周
囲
の
人
を
守
る
た
め
に
、
必
要
な
強
制
措

　
置
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
一
　
拘
置
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
に
関
し
、
決
定
ず
み
の
法
精
神
医
学

　
的
調
査
の
開
始
が
い
ち
ぢ
る
し
く
遅
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
右
被

　
　
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」

　
疑
者
を
閉
鎖
施
設
で
あ
る
矯
正
保
護
施
設
又
は
矯
正
保
護
施
設
の
分
画
に
収

　
容
し
、
か
つ
、
犯
罪
者
の
施
設
内
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
四
年
法
律

　
第
二
〇
三
号
）
第
一
〇
条
、
第
一
七
条
、
第
一
八
条
及
び
第
二
〇
条
な
い
し

　
第
二
二
条
の
規
定
に
、
適
用
可
能
な
限
度
で
服
さ
せ
る
べ
き
旨
命
令
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
右
の
命
令
は
、
調
査
の
実
施
さ
れ
る
ク
リ
ニ
ク
の
長
又
は
、

　
調
査
が
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
で
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
調
査
担
当
医

　
師
が
要
求
し
、
か
つ
、
被
疑
者
及
び
検
察
官
が
こ
れ
に
同
意
す
る
場
合
に
の

　
み
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
命
令
の
発
さ
れ
る
前
に
、
被
疑
者
の
弁
護
人
に

　
意
見
を
陳
述
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
調
査
の
開
始
後
す
み
や
か
に
被
疑
者
は
、
調
査
が
実
施
さ
れ
る
場
所
に
移

　
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
別
な
理
由
に
ょ
り
、
第
一
項
に
定
め
る
条
件

　
の
下
で
の
留
置
が
中
断
す
る
こ
と
に
な
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
命

　
令
は
取
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
本
条
に
ょ
る
決
定
は
、
矯
正
保
護
庁
又
は
同
庁
の
定
め
る
矯
正
保
護
職
員

　
に
ょ
つ
て
宣
告
さ
れ
る
o

第
八
条
　
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
者
で
、
法
精
神
医
学
的
調
査
を
受
け
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
調
査
を
受
け
る
た
め
に
、
調
査
担
当
医
師
の
定
め

　
る
時
間
に
、
右
医
師
の
定
め
る
場
所
に
自
ら
出
頭
す
る
義
務
を
負
う
。
調
査

　
は
、
可
能
な
ら
ば
、
被
疑
者
の
職
業
生
活
を
妨
げ
な
い
他
、
重
大
な
不
都
合

　
を
生
じ
な
い
よ
う
な
方
法
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
被
疑
者
が
法
精
神
医
学
的
調
査
の
た
め

　
自
ら
出
頭
す
る
こ
と
を
怠
た
り
、
又
は
、
被
疑
者
が
自
由
意
思
で
調
査
に
協

　
力
し
よ
う
と
は
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
　
　
九
七
）
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」

　
右
被
疑
者
を
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
に
収
容
す
る
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
右
の
決
定
に
は
、
被
疑
者
を
ク
リ
ニ
ク
に
拘
束
す
る
こ
と
の
で
ぎ
る
、

　
三
週
間
以
内
の
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に

　
調
査
が
終
了
し
得
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
続
け
て
更
に
最
高
三
週
間

　
収
容
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
一
項
に
基
づ
き
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
は
、
ク

　
リ
ニ
ク
を
離
れ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
か
つ
、
収
容
の
目
的
に
て
ら
し
又
は

　
自
ら
及
び
周
囲
の
人
を
守
る
た
め
に
、
必
要
な
強
制
措
置
に
服
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
　
第
｝
項
に
基
づ
く
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
ヘ
の
収
容
の
申
出
は
、
調
査
担

　
当
医
師
が
こ
れ
を
行
う
。
被
疑
者
は
右
の
申
出
に
対
し
意
見
を
陳
述
す
る
機

　
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
一
　
第
七
条
又
は
第
九
条
に
ょ
り
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
に
収
容

　
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
が
信
書
を
発
送
し
ょ
う
と
す
る
場
合
、
ク
リ
ニ
ク
の
長

　
は
、
右
被
疑
者
が
精
神
病
に
罹
り
、
か
つ
、
当
該
信
書
が
病
気
の
影
響
を
受
け

　
た
た
め
被
疑
者
に
い
ち
じ
る
し
い
不
都
合
を
生
じ
る
内
容
を
ふ
く
む
と
考
え

　
ら
れ
る
事
由
が
存
す
る
場
合
に
、
当
該
信
書
を
差
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
被
疑
者
が
信
書
の
開
披
及
び
調
査
を
み
と
め
た
場
合
に
、
当
該
信
書
が
明
ら

　
か
に
上
記
の
如
き
内
容
を
ふ
く
む
も
の
と
判
明
し
た
場
合
に
も
、
右
の
信
書

　
を
差
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
一
項
の
規
定
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
官
公
署
又
は
被
疑
者
の
公
選
の
弁

護
人
に
あ
て
た
信
書
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

　
本
条
に
お
い
て
信
書
に
つ
い
て
定
め
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
他
の
書
類
に
も

九
八
　
　
（

九
八
）

　
適
用
す
る
。

第
一
〇
条
警
察
署
嫡
調
査
担
当
医
師
の
要
求
に
よ
り
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ

　
て
い
な
い
被
疑
者
が
法
精
神
医
学
的
調
査
の
た
め
に
自
ら
出
頭
し
よ
う
と
し

　
な
い
場
合
に
、
援
助
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
コ
条
第
九
条
第
一
項
に
基
づ
き
裁
判
所
が
あ
る
者
を
法
精
神
医
学
ク
リ

　
ニ
ク
に
収
容
す
べ
ぎ
命
令
を
し
た
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
は
、
独
立
し
て

　
こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
裁
判
所
が
本
法
に
基
づ
い
て
宣
告
し
た
決
定
は
、
直
ち
に
効
力
を
生
じ

　
る
。
第
九
条
第
一
項
の
決
定
に
関
し
て
は
、
右
の
決
定
が
法
精
神
医
学
ク
リ

　
ニ
ク
ヘ
の
調
査
の
た
め
の
継
続
収
容
の
命
令
を
ふ
く
む
場
合
に
の
み
、
本
項

　
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
一
一
条
の
一
　
第
四
条
に
よ
る
社
会
庁
の
決
定
及
び
第
七
条
の
｛
第
一
項
に

　
よ
る
矯
正
保
護
庁
の
決
定
に
対
し
て
、
高
等
行
政
裁
判
所
に
、
異
議
申
立
に

　
よ
つ
て
不
服
を
申
立
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
七
条
又
は
第
九
条
の
適
用
に
関

　
す
る
矯
正
保
護
庁
又
は
社
会
庁
の
特
定
の
事
件
で
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申

　
立
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

　
　
本
法
の
適
用
に
関
す
る
矯
正
保
護
庁
又
は
社
会
庁
の
そ
の
他
の
決
定
に
対

　
す
る
不
服
申
立
は
、
異
議
申
立
に
よ
り
、
こ
れ
を
国
王
に
対
し
て
提
起
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
二
条
本
法
の
適
用
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
定
は
、
国
王
又
は
国
王
の
定

　
め
る
官
署
が
こ
れ
を
定
め
る
。
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